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Ⅲ．一部事務組合への負担金等の支出について 

 

容器包装リサイクル事業から玉山区が対象外になっ

ていることについて 

 

容器包装リサイクル事業について玉山区を施策の対

象とすることが、市全体としての重要施策であること

を市民全体に認知してもらえることにつながることか

ら、全市を挙げてごみ減量とリサイクル徹底のため、

早急に玉山区の実態に合った収集方法等を立案して対

象とすべきである。 

 

 

玉山区での紙製・プラスチック製容器

包装リサイクル事業実施については，玉

山区とともにごみの中間処理を行って

いる岩手町と足並みをそろえて実施す

る必要があることから，引き続き岩手町

や岩手・玉山環境組合と分別収集の拡大

の実現に向け，協議を進めてまいりま

す。                  

  (廃棄物対策課) 

 

○措置済 

玉山地域のプラスチック製容器包装

の分別収集については，平成28年10月か

ら実施しております。 

また，紙製容器包装については，盛岡

地域及び都南地域における費用対効果

から，玉山地域については実施しないこ

とになりましたが，平成27年４月から新

たに実施している「雑がみ」収集に併せ，

ごみ減量とリサイクルの徹底を図って

まいります。 

なお，岩手町においては，当分の間，

容器包装の分別収集を実施しないとの

ことであります。 

 

          （廃棄物対策課） 

 「監査結果」と「参考意見」は別葉に作成すること。 


